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産 科 医 療 補 償 制 度 

原因分析委員会第二部会 

 

１．事例の概要 

１回経産婦。胎児推定体重は妊娠３５週６日１４５３ｇ（－３．６ＳＤ）、

ＢＰＤ７３．９ｍｍ（－３．４ＳＤ）であった。妊産婦は胎児発育遅延のた

め妊娠３７週０日から妊娠３８週５日まで入院した。入院中、医師は超音波

断層法により胎児の健常性は良好と判断した。妊娠３９週１日に再入院し、

妊娠３９週６日および、妊娠４０週２日にジノプロストの点滴で分娩誘発が

行われたが分娩には至らなかった。妊娠４０週３日、分娩２時間４５分前、

子宮口の開大は４．５ｃｍ、児頭の位置Ｓｐ－３ｃｍであった。分娩２時間

２５分前、オキシトシンで分娩誘発が行われ経腟分娩で児を娩出した。 

児の在胎週数は４０週３日で、体重２３３２ｇ（低出生体重児）であった。

臍帯動脈血ガス分析値は、ｐＨ７．３４５、ＰＣＯ２５５．１ｍｍＨｇ、ＰＯ

２２４．９ｍｍＨｇ、ＨＣＯ３
－２９．４ｍｍｏｌ／Ｌ、ＢＥ２．３ｍｍｏｌ／

Ｌであった。アプガースコアは生後 1 分８点（心拍２点、反射２点、筋緊張

２点、呼吸２点）、生後５分９点（心拍２点、反射２点、筋緊張２点、呼吸２

点、皮膚色１点）であった。児は、低出生体重児のため当該分娩機関の新生

児科に入院した。生後６時間４５分にチアノーゼが出現し、刺激で啼泣した

後に改善した。経皮的動脈血酸素飽和度は９５％より高かった。生後８時間、

および生後９時間頃にもチアノーゼがみられ、生後９時間４６分に小児科医
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は無呼吸発作３回目のためのＮＩＣＵへ入院とした。生後９時間５５分、血

液ガス分析値は、ｐＨ７．３９６、ＰＣＯ２４２．７ｍｍＨｇ、ＰＯ２３４．

１ｍｍＨｇ、ＨＣＯ３
－２５．６ｍｍｏｌ／Ｌ、ＢＥ０．５ｍｍｏｌ／Ｌであ

った。血液検査の結果は、ＣＫ３８９ＩＵ／Ｌ、ＬＤＨ４７８ＩＵ／Ｌ、血

糖値８２ｍｇ／Ｌであった。頭部超音波断層法では、明らかな頭蓋内出血は

認められなかった。生後１２日、体重増加は少しずつ得られているが、嚥下

と吸啜のタイミングが合わず哺乳に時間がかかった。生後１７日、頭部ＭＲ

Ｉ検査が行われ、「髄鞘化は正常範囲内である。頭蓋内に粗大な異常信号領域

を認めない。ＰＶＬの所見は認めない。頭蓋内に粗大な奇形は認めない。腫

瘍性病変は認めない。」と診断された。 

本事例は病院における事例であり、産婦人科専門医１名（経験２３年）、産

科医１名（経験３年）、小児科医１名（経験２４年）と、助産師２名（経験２

年、３年）が関わった。 

 

２．脳性麻痺発症の原因 

本事例における脳性麻痺発症の原因は、児の中枢神経系異常等の基礎疾病

によるものと推察する。基礎疾病の特定は困難である。 

 

３．臨床経過に関する医学的評価 

当該分娩機関において妊娠３５週以降も緊密に胎児発育と健常性を評価し、

経過観察したことは一般的である。妊娠３８週５日に胎児発育、胎児の健常

性、子宮頸管の熟化を評価し外来管理としたこと、妊娠３９週５日に分娩誘

発を行うことを決定したことは選択肢のひとつである。子宮収縮薬使用につ

いての同意取得、使用中の監視方法や対応、ジノプロストの使用方法につい

ては基準内である。オキシトシンの開始時投与量や増量は基準から逸脱して
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いる。分娩誘発決定から分娩まで５日を要したことは、児の健常性の悪化が

ないため経過を観察しながら誘発を続行すべきであるという意見と、分娩誘

発が必要であると決定した以上は頸管熟化や子宮収縮薬への反応が不良な場

合には分娩様式を変更しても一定の期間内に児を娩出すべきであるという意

見の賛否両論がある。 

新生児期については、生後６時間４５分までの対応は一般的である。産科

病棟において、ＮＩＣＵへの移床が必要な状態かどうかを判断するために、

無呼吸の頻度等をみながら観察したことは選択肢のひとつである。無呼吸発

作、チアノーゼに対しての管理および血液ガス分析などの検査を行ったこと、

その後ＮＩＣＵ管理としたこと、ＮＩＣＵ入室後の管理は一般的である。 

 

４．今後の産科医療向上のために検討すべき事項 

１）当該分娩機関における診療行為について検討すべき事項 

子宮収縮薬を投与する際の開始時投与量や増量について、「子宮収縮薬に

よる陣痛誘発・陣痛促進に際しての留意点 改定２０１１年版」に記載さ

れている内容に準拠して行うことが必要である。 

 

２）当該分娩機関における設備や診療体制について検討すべき事項 

特になし。 

 

３）わが国における産科医療について検討すべき事項 

（１）学会・職能団体に対して 

妊娠中および分娩時に異常がないにもかかわらず脳性麻痺を発症した

事例を蓄積、研究することが望まれる。 
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（２）国・地方自治体に対して 

特になし。 


